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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のＣＰＵと各種情報を表示する表示部とを備え、前記複数のＣＰＵにより所定の処理
を行うとともに前記複数のＣＰＵのうちのメインＣＰＵにより前記表示部が制御される火
災受信機において、
　前記複数のＣＰＵのうちメインＣＰＵ以外のいずれかのＣＰＵが異常となったときに、
前記表示部に表示されている異常表示画面をそのまま保持する表示保持モードと、前記火
災受信機が自動的に再起動する自動再起動モードのいずれかのモードによって対応するの
かをあらかじめ選択しておくことを特徴とする火災受信機。
【請求項２】
前記複数のＣＰＵのうちメインＣＰＵ以外のいずれかのＣＰＵが異常となったときに、さ
らに前記表示部の表示が保持できない状態となった場合には、選択されたモードに関係な
く前記火災受信機が自動的に再起動することを特徴とする請求項１記載の火災受信機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＣＰＵにより各種処理を行う火災受信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　火災受信機のような防災機器において、ウオッチドックタイマーでＣＰＵの暴走を検出
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し、その検出信号でリセット動作を行う防災機器がある。（例えば、特許文献１参照。）
。
【特許文献１】特開平２－６００００号公報（第３頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載されているような防災機器では、ウオッチドックタイマーによってＣ
ＰＵの異常を検出し、異常を検出した場合にリセットを行っているので、信頼性が向上し
ている。
【０００４】
　しかしながら複数のＣＰＵを使用し、処理効率を向上させた火災受信機においては、外
来からのノイズや回路内部の問題などにより何れかのＣＰＵが異常となった場合、その異
常が発生した要因を特定するのは困難であると共に、火災表示を行っている場合にはＣＰ
Ｕに異常が発生したときでも火災発生場所の表示を保持させる様にしているため、異常と
なったＣＰＵの種類によって、火災受信機の再起動方法が異なる場合があり、操作者の負
担が増加する傾向があった。
【０００５】
　また何れかのＣＰＵに異常が発生し、ＣＰＵが停止している状態にあっては、火災を監
視することが出来ない未警戒状態であるため、なるべく早く火災受信機を再起動し、シス
テムを正常な監視状態に戻す必要があるが、操作者が操作しなければ停止状態のままとな
ってしまっていた。
【０００６】
　さらに火災発生場所の表示が保持出来ない場合に火災受信機が自動的に再起動すること
が出来ない場合があり、信頼性に欠けるという問題があった。
【０００７】
　本発明の課題は、複数のＣＰＵを備え、複数のＣＰＵにより所定の処理を行う火災受信
機において、複数のＣＰＵのいずれかが異常となった場合に、適切な処置が行える火災受
信機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、
　複数のＣＰＵと各種情報を表示する表示部とを備え、前記複数のＣＰＵにより所定の処
理を行うとともに前記複数のＣＰＵのうちのメインＣＰＵにより前記表示部が制御される
火災受信機において、
　前記複数のＣＰＵのうちメインＣＰＵ以外のいずれかのＣＰＵが異常となったときに、
前記表示部に表示されている異常表示画面をそのまま保持する表示保持モードと、前記火
災受信機が自動的に再起動する自動再起動モードのいずれかのモードによって対応するの
かをあらかじめ選択しておくこ構成とした。
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、火災受信機のＣＰＵうちメインＣＰＵ以外のいずれか
のＣＰＵに異常が発生した場合に、表示保持モードまたは自動再起動モードのいずれかの
モードによって対応するのかをあらかじめ選択できるので、ＣＰＵの異常内容に合わせて
適切な処置を行うことができ、操作者の負担を減少することができる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、前記複数のＣＰＵのうちメインＣＰＵ以外のいずれかのＣＰ
Ｕが異常となったときに、さらに前記表示部の表示が保持できない状態となった場合には
、選択されたモードに関係なく前記火災受信機が自動的に再起動する構成とした。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によれば、表示部の表示が保持できない場合には、選択されたモ
ードに関係なく火災受信機が自動的に再起動するので、信頼性が増大する。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、火災受信機のＣＰＵに異常が発生した場合に、表示保持モードまたは
自動再起動モードのいずれかのモードにより対応することができるので、ＣＰＵの異常内
容に合わせて適切な処置を行うことができ、操作者の負担を減少することができるととも
に、表示部の表示が保持できない場合には、モードに関係なく自動的に再起動するので、
信頼性が増大する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　火災受信機の複数のＣＰＵのいずれかが異常となった場合に、適切な処置を行うという
目的を、表示保持モードまたは自動再起動モードのいずれかのモードによって対応するの
かをあらかじめ選択することで実現した。
【実施例１】
【００１４】
　図１、図２を用いて、火災受信機１の構成を説明する。図１は火災受信機１の正面を示
す図であり、図２は火災受信機１の構成を示す図である。
【００１５】
　火災受信機１には、火災や異常などの各種情報を表示するとともに、タッチパネル式の
スイッチで構成されている液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）２、火災などが発生した地区を表
示するための地区表示灯３、ＬＥＤなどからなる表示灯４、各種操作を行うためのスイッ
チ５、警報音を発するスピーカーからなる音響装置６、プリンタからなる印字装置７が設
けられている。
【００１６】
　火災受信機１の内部にはメインＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、モード設定スイ
ッチ１４、ＣＰＵリセットスイッチ１５が設けられたメインＣＰＵ基板１０、操作部ＣＰ
Ｕ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３が設けられた操作部ＣＰＵ基板２０、サブＣＰＵ３１、
ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３が設けられたサブＣＰＵ基板３０、電源ＣＰＵ４１、ＲＯＭ４２
、ＲＡＭ４３が設けられた電源ＣＰＵ基板４０、シリアルＣＰＵ５１、ＲＯＭ５２、ＲＡ
Ｍ５３が設けられたシリアルＣＰＵ基板５０、伝送ＣＰＵ６１、ＲＯＭ６２、ＲＡＭ６３
が設けられた伝送ＣＰＵ基板６０が設けられている。
【００１７】
　各ＣＰＵ基板に設けられた制御プログラムやデータが記憶されているＲＯＭ、運用デー
タ等が記憶されているＲＡＭがそれぞれ各ＣＰＵに接続されるとともに、各ＣＰＵ基板は
それぞれバスによって接続されている。
【００１８】
　メインＣＰＵ基板１０に設けられたモード設定スイッチ１４は各ＣＰＵのいずれかに異
常が発生した場合に対応するモードを設定するものであり、例えばＤＩＰスイッチのよう
な切替可能なスイッチが使用される。ＣＰＵリセットスイッチ１５は手動操作によって火
災受信機１を再起動させる際に使用するスイッチである。
【００１９】
　またメインＣＰＵ基板１０には火災受信機１に設けられた液晶ディスプレイ２、音響装
置６、印字装置７が接続されている。
【００２０】
　メインＣＰＵ１１は収集した火災情報等を液晶ディスプレイ２に表示し、また印字装置
７によって印字出力するとともに、液晶ディスプレイ２のタッチパネル操作による各種試
験や設定の実行・管理を行っている。さらに火災受信機１のデータ管理も行っている。本
実施例では液晶ディスプレイ２が表示部である。
【００２１】
　操作部ＣＰＵ基板２０には火災受信機１に設けられた地区表示灯３、表示灯４、スイッ
チ５が接続されている。
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【００２２】
　操作部ＣＰＵ２１は火災受信機１のパネルの地区表示灯３による地区表示、表示灯４に
よる表示を行ったり、スイッチ５の操作情報をメインＣＰＵ１１に送信したりしている。
【００２３】
　サブＣＰＵ３１は図示しない端末機器（火災感知器、中継器など）からの火災情報をメ
インＣＰＵ１１に送信したり、メインＣＰＵ１１からの各種試験や設定情報を端末機器に
送信するなどの、メインＣＰＵ１１と端末機器との間のＩ／Ｆとして機能するほか、図示
しない火災表示装置などの外部機器とのＩ／Ｆとしても機能している。
【００２４】
　電源ＣＰＵ基板４１には常時は商用電源により充電され、非常時に火災受信機１に電源
を供給する充電池からなる予備電源８が接続されている。
【００２５】
　電源ＣＰＵ４１は商用電源の状態を監視して火災受信機１に電源を供給するとともに、
予備電源８の状態監視や試験を行っている。
【００２６】
　シリアルＣＰＵ５１は他設備（図示せず）との通信を行っている。
【００２７】
　伝送ＣＰＵ６１は、火災受信機に接続される端末機器とのＩ／Ｆとして火災情報等の送
受信を行うとともに、接続されている伝送線の状態を監視している。
【００２８】
　システムの動作を説明する。
　まず火災受信機１の起動時にモード設定スイッチ１４の状態を読み取り、その状態に基
づいて各ＣＰＵの異常発生時におけるモードを設定する。
【００２９】
　ここで設定されるモードは、液晶ディスプレイ２に表示されている表示画面を保持した
ままにしておく表示保持モードと、自動的に火災受信機１を再起動する自動再起動モード
のいずれかである。
【００３０】
　通常時火災受信機１の各ＣＰＵは各ＲＯＭに記憶されているプログラムに基づき所定の
処理を行うことで、火災監視をはじめとした防災システムの運用を行う。
【００３１】
　次に各ＣＰＵのいずれかに異常が生じた場合について説明する。ここではメインＣＰＵ
１１に直接制御される操作部ＣＰＵ２１、サブＣＰＵ３１を第１の周辺ＣＰＵ、サブＣＰ
Ｕ３１に直接制御される電源ＣＰＵ４１、シリアルＣＰＵ５１、伝送ＣＰＵ６１を第２の
周辺ＣＰＵとして説明する。
【００３２】
　まず自動再起動モードに設定されている場合にメインＣＰＵ１１が第１の周辺ＣＰＵの
異常を検出したときに、メインＣＰＵ１１が自ら無限ループに入ることにより、ウオッチ
ドックタイマをタイムアップさせる。これによりメインＣＰＵ１１が電気的にリセットさ
れて初期化され、第１及び第２の周辺ＣＰＵに対して初期化コマンドを送出する。よって
、火災受信機１が自動的に再起動する。
【００３３】
　なおサブＣＰＵ３１が第２の周辺ＣＰＵの異常を検出したときには、サブＣＰＵ３１が
自ら無限ループに入ることにより、ウオッチドックタイマをタイムアップさせる。これに
よりサブＣＰＵ３１が異常となり、サブＣＰＵ３１の異常をメインＣＰＵ１１が検出する
ことにより同様にリセット処理を行い、火災受信機１が自動的に再起動する。
【００３４】
　また表示保持モードに設定されている場合にメインＣＰＵ１１が第１の周辺ＣＰＵ異常
を検出したときには、例えば図３に示すような異常表示画面７１を液晶ディスプレイ２に
表示させ、また併せて音響装置６による警報鳴動、印字装置７による印字出力などを行い
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、その後第１の周辺ＣＰＵへの動作確認コマンドの送出を停止する。なお異常表示画面７
１については後述する。
【００３５】
　なおサブＣＰＵ３１が第２の周辺ＣＰＵの異常を検出したときには、自ら無限ループに
入ることにより、ウオッチドックタイマをタイムアップさせる。これによりサブＣＰＵ３
１が異常となり、サブＣＰＵ３１の異常をメインＣＰＵ１１が検出することにより同様に
異常発生の報知処理を行った後、通信を停止する。
【００３６】
　第１または第２の周辺ＣＰＵの異常内容を確認し、異常要因を除去した上で再度電源を
投入することにより、またはメインＣＰＵ基板１０に設けられたＣＰＵリセットスイッチ
１５を操作することにより、火災受信機１を再起動することで、正常状態にすることがで
きる。
【００３７】
　図３は異常表示画面の一例である。なお、本発明の趣旨と関連のない部分についての説
明は省略する。異常表示画面７１の左側には複数の異常内容７２，７３が上から発生順に
表示されている。
【００３８】
　まず異常内容７２を見ると、伝送ＣＰＵ６１が異常であることがわかる。ついで異常内
容７３を見ると、サブＣＰＵ３１が異常であることがわかる。
【００３９】
　この異常表示画面７１の異常内容から、次のような動作をしたことがわかる。
【００４０】
　火災受信機１に設けられた伝送ＣＰＵ６１が何らかの原因（ノイズなど）で異常状態と
なり、伝送ＣＰＵ６１が異常となったことをサブＣＰＵ３１が検出することにより、サブ
ＣＰＵ３１が自ら無限ループに入り、ウオッチドックタイマをタイムアップさせることに
よって、サブＣＰＵ３１が異常となる。
【００４１】
　そしてサブＣＰＵ３１の異常をメインＣＰＵ１１が検出することで、液晶ディスプレイ
２に異常表示画面７１を表示する。
【００４２】
　異常表示画面７１から伝送ＣＰＵ６１が異常であることがわかるので、火災受信機１を
正常にするために伝送ＣＰＵ基板６０を交換し、火災受信機１を再起動させることで、正
常運用に戻すことができる。
【００４３】
　このように異常表示画面７１が表示されることにより、各ＣＰＵのいずれかが異常にな
った場合でも的確にその原因を究明することができ、非常に有益である。
【００４４】
　なお表示保持モードに設定されている場合でも、液晶ディスプレイ２への火災警報、異
常表示などの画面表示ができない場合、例えば表示部である液晶ディスプレイ２を直接制
御するメインＣＰＵ１１自身が異常となった場合にはウオッチドックタイマがタイムアッ
プすることでメインＣＰＵ１１がリセットされ、火災受信機１が自動的に再起動する。
【００４５】
　なお自動再起動モードに設定されている場合には異常発生の履歴を収集したり、異常発
生の内容を印字装置７から印字しておくことで、ＣＰＵの異常内容を確認することができ
る。
【００４６】
　なおモードを選択する場合、モード設定スイッチ１４のような切替可能なスイッチを使
用したが、これに限らず例えば液晶ディスプレイ２からのタッチパネル操作によりモード
を選択設定するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００４７】
【図１】火災受信機の正面を示す図である。
【図２】火災受信機の構成を示すブロック図である。
【図３】異常表示画面を示す図である。
【符号の説明】
【００４８】
　　１　　　火災受信機
　　２　　　液晶ディスプレイ（表示部）
　　８　　　予備電源
　１１　　　メインＣＰＵ
　１４　　　モード設定スイッチ
　３１　　　サブＣＰＵ
　６１　　　伝送ＣＰＵ
　７１　　　異常表示画面

【図１】 【図２】
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【図３】
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